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【手続補正書】
【提出日】令和2年4月17日(2020.4.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係るヘッドホンの実施例であるヘッドホン５１の
第１の状態を示す後面図である。
【図２】図２は、ヘッドホン５１が備えるバンド１２を示す前面図である。
【図３】図３は、ヘッドホン５１の第２の状態を示す後面図である。
【図４】図４は、ヘッドホン５１の第３の状態を示す後面図である。
【図５】図５は、ヘッドホン５１が有するヘッドパッド１１の縦断面図である。
【図６】図６は、図５におけるＳ６－Ｓ６位置での断面図である。
【図７】図７は、ヘッドホン５１の第１の状態におけるバンド１２を示す部分斜視図であ
る。
【図８】図８は、ヘッドホン５１の第２の状態におけるバンド１２を示す部分斜視図であ
る。
【図９】図９は、第２変形例のヘッドホン５２Ａの第１の状態を示す前面図である。
【図１０】図１０は、ヘッドホン５２Ａの第２の状態を示す前面図である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　図７及び図８は、それぞれヘッドバンド１の第１の状態及び第２の状態におけるバンド
１２及びその近傍を示す部分斜視図である。
　図７に示されるように、バンド１２の外面１２２にはハンガー位置指示部１２１が形成
されている。ハンガー位置指示部１２１は、わずかに凹んだマーク１２１ａ，１２１ｂの
複数個の群として、ハンガー部２１の上下方向の調整位置の目印として形成されている。
ハンガー位置指示部１２１は、調整位置を使用者が視覚で把握できるための調整量把握部
ＴＨとして形成されている。
　目印は、例えば図７に示されている、線状のマーク１２１ａ或いは数字のマーク１２１
ｂである。
　これにより、図７に示されるように、ハンガー部２１を矢印ＤＲ３方向に上方移動して
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上下位置を調整したときに、ハンガー部２１に隠れずに残る目盛りによって、ハウジング
３１を支持したハンガー部２１の移動後の位置を容易に視覚で把握できる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　図１に示される第１の状態のヘッドホン５１を頭部に装着した場合、基準点Ｐ２１は、
ヘッドバンド１が広がって元々の基準点Ｐ２１よりも外側の使用時基準点Ｐ２１αに移動
する（矢印ＤＲ１参照）。
　基準点Ｐ２１の使用時基準点Ｐ２１αまでの移動距離Ｌ１は、ヘッドバンド１の先端部
位の変形量に概ね相当する。
　使用時基準点Ｐ２１αは、バンド１２の延出部１２５が半径Ｒ１で形成されていたとし
た場合の基準点Ｐ２１の位置よりも外側に設定される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　一方、図３に示される第２の状態のヘッドホン５１の自然状態では、バンド１２の延出
部１２５の大分部がスリーブ１３により覆われ、覆われた部分の曲率半径が半径Ｒ１とな
るように矯正されている。
　従って、この場合の一対の基準点Ｐ２２間の距離Ｌ２は、第１の状態の基準点間の距離
Ｌ０よりも大きい。すなわち、基準点Ｐ２２は、第１の状態の基準点Ｐ２１と比べて距離
Ｌ２２だけ使用時基準点Ｐ２１αに近い位置にある。
　そのため、第２の状態のヘッドホン５１を頭部に装着したとき、延出部１２５の変形は
、半径Ｒ１から使用時半径までとなり、第１の状態の場合よりも変形度合いが小さくなる
。
　従って、第２の状態のヘッドホンを使用状態にした場合の延出部１２５の弾性反発力は
、第１の状態の同様の場合よりも小さく、使用者が感じる側圧も小さくなる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
　また、ヘッドホン５２は、延出部１２５がスリーブ１３で覆われた場合に延出部１２５
の曲率半径が半径Ｒ１に矯正される点は、ヘッドホン５１と同じである。そのため、図３
はスリーブ１３を最も引き出した状態のヘッドホン５２でもある。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　ヘッドホン５１，５２において、スリーブ１３は、ヘッドパッド１１の内部の収容部１
１２に収容され、バンド１２に沿って出入りするものに限定されない。
　例えば、スリーブ１３は、ヘッドパッド１１のパッド基部１１１の外側に嵌合してバン
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ド１２に沿って移動可能なものであってもよい。
　この変形をヘッドホン５１に対し施したヘッドホン５１Ａ及びヘッドホン５２に対し施
したヘッドホン５２Ａのうちのヘッドホン５２Ａを、第２変形例として図９及び図１０を
参照して説明する。
　図９は、ヘッドホン５２Ａにおいて、スリーブ１３Ａをハンガー部２１から遠い側にス
ライド移動させた第１の状態の前面図である。図１０は、図９に示されるヘッドホン５２
Ａの第１の状態に対し、スリーブ１３Ａを最もハンガー部２１側にスライド移動させた第
２の状態の前面図である。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　次に、ヘッドホン５２Ａにおけるバンド１２Ａの延出部１２５Ａに設定された半径Ｒ２
を、スリーブ１３Ａ及びヘッドパッド１１Ａに設定された半径Ｒ１よりも小さくしたヘッ
ドホン５１Ａを、第３変形例として説明する。
　この第３変形例のヘッドホン５１Ａでは、自然状態において、スリーブ１３Ａをヘッド
パッド１１Ａに最も深く被せたときに一対のハウジング３１，３１間の距離が最小となり
、スリーブ１３Ａをヘッドパッド１１Ａから最も引き出したときに一対のハウジング３１
，３１間の距離が最大となる。
　すなわち、ヘッドホン５１Ａは、スリーブ１３Ａをヘッドパッド１１Ａに最も被せ込ん
だ状態で、使用状態での延出部１２５Ａの変形が最も大きい実施例のヘッドホン５１にお
ける第１の状態に相当する状態となる。また、ヘッドホン５１Ａは、スリーブ１３Ａをヘ
ッドパッド１１Ａから最も引き出した状態が、使用状態での延出部１２５Ａの曲率が最も
小さい実施例のヘッドホン５１における第２の状態に相当する状態となる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
　また、ヘッドホン５１Ａは、延出部１２５Ａがスリーブ１３Ａで覆われた場合に延出部
１２５Ａの曲率半径が半径Ｒ１に矯正される点は、ヘッドホン５２Ａと同じである。その
ため、図１０はスリーブ１３Ａを最も引き出した状態のヘッドホン５１Ａでもある。
【手続補正９】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図３】

【手続補正１０】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図５
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【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図５】
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